
  

 
 

 

 

 

 

主催：一般財団法人日本特許情報機構（Japio） 

協賛：一般社団法人日本食品・バイオ知的財産権センター（JAFBIC） 

一般社団法人日本国際知的財産保護協会（AIPPI・JAPAN） 

 

   中国では近年、知財制度の改定や新制度の導入が多くなされています。意匠に関しては、

２０２１年に部分意匠の導入、ハーグ協定加盟を念頭においた権利期間の延長等を含む専

利法の第４次改正が施行され、その実施の詳細を規定する専利法実施細則と専利審査指南

が今年から施行されました。そこで、本セミナーでは、北京銘碩特許法律事務所のパートナ

ー弁理士 金 玉蘭 氏に、これらの規定により明確になった中国の部分意匠の出願・補正等

の実務運用における日本との違いについて説明していただきます。さらに中国を指定国と

したハーグ出願の留意点や、無効審判・侵害訴訟の事例を用いて中国における新規性、創作

非容易性等の判断の日本との違いについても解説していただきます。 

ご多忙とは存じますが、ご参加いただきますようご案内申し上げます。 

 

記 

● 日 時 ：２０２４年 ７月 １１日（木）１3：0０ ～ １５：0５ 

● 開催形式：オンライン（Zoom Webinars）による開催 

● 講師  ：北京銘碩特許法律事務所 

パートナー弁理士  金 玉蘭 氏 

● 受講料：５,５００円（消費税込み）／1 名 

※当財団の賛助会員、本セミナーの協賛団体会員の方は、割引適用により下記受講料を申し受けます。 

割引適用後価格       賛助会員 ２,７５０円 

（消費税込み）        賛助会員（意匠・正会員） ２,７５０円 

        賛助会員（意匠・特許事務所等） ３,８５０円 

賛助会員（意匠・個人）・協賛団体会員 ４,４００円 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Japio 知的財産セミナー 

「部分意匠制度に対応した中国意匠出願の最新実務と 

審判決の事例紹介」のご案内 
 ●弁理士の方へ：この講座は、日本弁理士会の継続研修として申請中です。           

この講座を受講し、所定の申請をすると、外部機関研修として 2 単位が認められる予定です。 

 

Zoom Webinars による講演 
本セミナーの受講には、受講者の責任において、受講に必要なコンピュータ、利用環境、通信機器、通信回線、その他設備

をご用意ください。また、複数人での聴講、録音・録画等は禁止させていただきます。 

お申し込み方法 

お申し込みは、当財団（Japio）ホームページ(https://japio.or.jp/service/serviceS1.html)の申込フォーム（EXCEL ファ

イル）に受講者の所属、氏名、メールアドレス等所定の事項をご記入いただき、個人情報の取扱いについてご同意の上、下記

セミナー事務局までメールにてお送りください。 

お問合せ先 
一般財団法人日本特許情報機構 セミナー事務局 E-mail:  seminar-d@japio.or.jp  電話:  03-3615-5530 

 

https://japio.or.jp/service/serviceS1.html
mailto:seminar-d@japio.or.jp


 

 

１2：30 開 場（接続）  

１3：0０～１５：０５ 講演（125 分 ５分休憩、質疑含む） 

中国では2021年６月１日より第４次専利法改正により部分意匠制度が導入されましたが、実務に必要

となる専利審査指南は2024年1月20日に施行されました。 

本セミナーでは日中の意匠制度の違いから始めて、専利審査指南における部分意匠出願に関する規定を

紹介し、部分意匠の出願・補正に関する問題とその対応方法について実例をもとに具体的に説明します。 

また2022年５月５日に中国がハーグ協定に加入して可能となった、中国を指定国としたハーグ出願に

関する注意点についても紹介します。 

更に、中国意匠審査における「実質的同一」（新規性無し）と「明らかな区別」（創作非容易性）の判

断について無効審判及び侵害事例を基に説明します。 

 

1. 中国意匠制度と日本意匠制度の違い 

2. 中国部分意匠出願に関する規定 

3. 中国意匠出願の外国・国内優先権及びその活用 

4. ハーグ出願の注意点 

5. 中国意匠の無効審判及び侵害事例 

 

１５：0５ 閉 講  

 
 
 
 

 
金 玉蘭 氏 （Yulan Jin） 
 
学歴 
2002 年 北京航空航天大学 機械電子工学 学士 
2005 年 北京航空航天大学 機械電子工学 修士 
 
経歴 
2005 年 北京銘碩特許法律事務所に入所 
2006 年 弁理士試験に合格 
2007 年～2011 年 日本伊東国際特許事務所 
2011 年～現在 北京銘碩特許法律事務所 
 
業務 
日本業務部部長として、特許、実用新案、意匠専利の出願、審判、訴訟、調査、
FTO、コンサルティングなどの業務を担当。 
 
社会活動 
AIPPI 会員 
2021 年 首都知的財産権協会の招請を受け、「日本知的財産権保護国別指南」
の作成に参加。 
2023 年 首都知的財産権協会の招請を受け、「渉外知的財産権実務（日本編）」
の作成に参加。 

Profile 

Program 
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